
　

  

最
優
秀
賞 

…
三
上
　
友
也
（
長
生
村
）

　

  

優
秀
賞 

…
伊
橋
孝
太
郎
（
多
古
町
）

　

  

優
良
賞 

…
牧
野
　
文
昭
（
南
房
総
市
内
房
）

　
　
　
　
　
　
　
金
森
　
浩
二
（
大
網
白
里
市
）

　
　
　
　
　
　
　
髙
橋
　
雄
介
（
富
津
市
）

　
　
　
　
　
　
　
阿
部
　
文
晴
（
我
孫
子
市
）

　
　
　
　
　
　
　
中
村
　
大
海
（
富
里
市
）

　
　
　
　
　
　
　
貝
塚
　
将
太
（
大
多
喜
町
）

　
　
　
　
　
　
　
飯
島
　
大
介
（
九
十
九
里
町
）

れ
た
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
青
年
部
連
絡
協
議
会
平
成

三
十
年
度
主
張
発
表
大
会
（
東
京
大
会
）
に
千

葉
県
代
表
と
し
て
出
場
し
ま
し
た
。

　

入
賞
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

続
い
て
開
催
さ
れ
た
リ
ー
ダ
ー
ズ
セ
ミ
ナ
ー

で
は
、
県
内
各
地
の
商
工
会
青
年
部
員
及
び
商

工
会
青
年
部
関
係
者
か
ら
三
百
十
一
名
が
参
加

し
ま
し
た
。

　

講
師
に
は
、
全
国
商
工
会
連
合
会
顧
問
で
あ

る
参
議
院
議
員
宮
本
周
司
氏
を
お
招
き
し
、「
今

後
の
商
工
会
と
中
小
・
小
規
模
企
業
対
策
」
を

テ
ー
マ
に
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

宮
本
氏
は
、「
小
規
模
事
業
者
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
知
恵
、
い
ろ
い
ろ
な
技
術
、
本
当
に
多
種

多
様
な
強
み
を
も
と
に
し
て
商
売
を
し
、
そ
れ

を
地
域
に
提
供
し
て
お
り
、
地
域
と
と
も
に
、

地
域
に
根
ざ
し
、
地
域
を
つ
く
り
な
が
ら
一
緒

に
頑
張
っ
て
お
り
、
地
域
経
済
発
展
に
欠
か
せ

な
い
存
在
で
す
。
ま
た
、
経

営
ス
タ
イ
ル
も
新
た
な
取
組

等
に
よ
る
発
展
成
長
を
目
指

す
事
業
者
や
、
地
域
に
根
差

し
た
持
続
的
発
展
に
取
組
む

事
業
者
ま
で
多
種
多
様
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
小
規
模
事

業
者
は
経
営
資
源
に
限
り
が

あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
補
う

た
め
の
施
策
や
商
工
会
の
支

援
を
活
用
し
て
い
た
だ
き
た

い
。」
と
熱
弁
さ
れ
ま
し
た
。

　

七
月
六
日
千
葉
市
（
Ｔ
Ｋ
Ｐ
ガ
ー
デ
ン
シ

テ
ィ
）
に
て
千
葉
県
商
工
会
青
年
部
連
合
会
主

張
発
表
大
会
・
リ
ー
ダ
ー
ズ
セ
ミ
ナ
ー
が
開

催
さ
れ
、
県
内
各
地
の
商
工
会
青
年
部
か
ら

二
百
六
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

主
張
発
表
大
会
で
は
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
代
表
者

九
名
が
青
年
部
活
動
や
地
域
活
性
化
に
向
け
た

取
り
組
み
等
を
テ
ー
マ
に
、
熱
の
こ
も
っ
た
発

表
を
行
い
ま
し
た
。

　

最
優
秀
賞
に
は
、「
～
長
生A

ction!

～
新
た

に
生
ま
れ
た
「
絆
」
が
も
た
ら
す
地
域
振
興
へ

の
挑
戦
」
を
テ
ー
マ
に
発
表
し
た
長
生
村
商
工

会
青
年
部
の
三
上
友
也
さ
ん
が
輝
き
ま
し
た
。

三
上
さ
ん
は
九
月
十
三
日
に
東
京
都
で
開
催
さ

リーダーズセミナーで講演される
全国商工会連合会顧問
参議院議員　宮本周司氏

主張発表大会最優秀賞
長生村商工会青年部　三上友也さん（前列右側）

平
成
三
十
年
度
千
葉
県
商
工
会
青
年
部
連
合
会

主
張
発
表
大
会
・
リ
ー
ダ
ー
ズ
セ
ミ
ナ
ー

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

post@chibaken.or.jp

和泉 善久
〒260-0013千葉県千葉市中央区中央４丁目１６番１号　ＴＥＬ０４３-３０５-５２２２

№235
H30.10月号

◇平成30年度千葉県商工会青年部連合会
　主張発表大会・リーダーズセミナーが開催
　されました
◇平成30年度関東ブロック商工会女性部交流
　研修会（神奈川大会）
◇千葉県商工会監事研修会が開催されました
◇千葉県最低賃金改正のお知らせ
◇11月～12月は「労働保険適用促進強化期間」です

◇日本公庫国民生活事業は、創業支援に積極的
に取り組んでいます
◇業務改善助成金をご活用ください！
◇千葉県商工会メールマガジン
　STEP～商売の相談はまず商工会へ！～
◇ネットde記帳を活用し、消費税率アップへの備えを
◇経営強化や消費税転嫁のお悩みは専門家派遣
制度をご利用ください！（相談無料）



　

七
月
三
日
、
関
東
一
都
十
県
か
ら
約
千
二
百
名
の
女
性
部
員
が
集
い
、
神
奈
川

県
大
磯
町
の
大
磯
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
に
お
い
て
、
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
商
工
会
女
性
部

交
流
研
修
会
（
神
奈
川
大
会
）
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
主
張
発
表
大
会
で
は
、
わ

が
県
代
表
と
し
て
藤
澤
ふ
じ
か
さ
ん
（
勝
浦
市
）
が
、「
女
性
部
活
動
と
地
域
振
興
・

ま
ち
づ
く
り
～
勝
運
（
か
つ
ん
）
カ
ツ
で
ま
ち
お
こ
し
～
」
を
テ
ー
マ
に
発
表
を

行
っ
た
ほ
か
、
一
都
十
県
の
代
表
者
十
一
名

が
日
頃
の
女
性
部
活
動
に
つ
い
て
熱
の
こ

も
っ
た
発
表
を
行
い
ま
し
た
。
主
張
発
表
大

会
終
了
後
に
開
催
さ
れ
た
講
演
会
で
は
、
衆

議
院
議
員
の
甘
利
明
氏
が
「
国
の
小
規
模
企

業
等
へ
の
支
援
策
に
つ
い
て
」
を
演
題
に
講

演
し
ま
し
た
。
最
後
に
開
催
さ
れ
た
情
報
交

換
会
で
は
、
各
都
県
が
踊
り
な
ど
を
披
露
し
、

和
や
か
な
交
流
会
に
華
を
添
え
ま
し
た
。

　

九
月
二
十
八
日
千
葉
市(

ホ
テ
ル
ポ
ー
ト
プ
ラ
ザ
ち
ば)

に
て
千
葉
県
商
工
会
監

事
研
修
会
が
開
催
さ
れ
、
県
内
各
地
の
商
工
会
か
ら
、
監
事
や
事
務
局
職
員
等
約

七
十
名
が
出
席
し
ま
し
た
。

　

研
修
は
、
和
泉
善
久
県
連
会
長
の
挨
拶
に
よ
り
開
講
し
、
次
い
で
千
葉
県
商
工

労
働
部
経
済
政
策
課
中
小
企
業
・
団
体
支
援
室
白
井
達
朗
室
長
か
ら
研
修
会
の
基

調
と
な
る
ご
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。
午
前
中
は
、千
葉
県
経
済
政
策
課
中
小
企
業
・

団
体
支
援
室
木
場
史
樹
副
主
査
よ
り
県
監
査
の
説
明
、
そ
し
て
全
国
商
工
会
連
合

会
組
織
運
営
課
松
井
俊
輔
課
長
補
佐
か
ら
「
商
工
会
の
不
祥
事
に
つ
い
て
」
と
い

う
テ
ー
マ
で
、
監
事
と
し
て
の
職
責
に
つ
い
て
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

　

午
後
は
、
公
認
会
計
士
の
土
屋
晴
行
先
生
に
よ
り
「
適
正
な
監
査
の
方
法
」
に

つ
い
て
講
演
が
あ
り
、
監
事
と
し
て
監
査
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
の
具
体
的
方
法
や
、

注
意
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
解
説
が
あ
り
ま
し
た
。
講
演
は
い
ず
れ
も
わ
か
り
や

す
い
と
好
評
で
、
出
席
者
は
、
監
事
の
責
任
や
監
査
の
方
法
を
改
め
て
確
認
し
て

い
ま
し
た
。

平
成
三
十
年
度
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
商
工
会

女
性
部
交
流
研
修
会
（
神
奈
川
大
会
）

千
葉
県
商
工
会
監
事
研
修
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た

発表をする藤澤さん（勝浦市）

11
月
～
12
月
は
「
労
働
保
険
適
用
促
進
強
化
期
間
」
で
す
。

　

労
働
保
険
は
、
労
災
保
険
と
雇
用
保
険
の
総
称
で
す
。
農
林
水
産
の
事
業
の
使
用
労
働
者
５
人
未
満
の
個
人
事
業

所
を
除
き
、
労
働
者
を
１
人
で
も
使
用
す
る
事
業
主
は
、
労
働
保
険
徴
収
法
に
よ
り
労
働
保
険
に
加
入
手
続
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

★
労
災
保
険
は
、
労
働
者
が
業
務
災
害
や
通
勤
災
害
を
被
っ
た
と
き
に
、
療
養
補
償
や
休
業
補
償
な
ど
の
必
要
な
保
険

給
付
を
行
う
制
度
で
す
。

★
雇
用
保
険
は
、
労
働
者
が
失
業
し
た
場
合
に
失
業
等
給
付
を
行
な
う
ほ
か
、
事
業
主
の
方
に
は
失
業
予
防
及
び
雇
用

の
改
善
等
の
措
置
に
対
し
て
各
種
助
成
金
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

　

い
ず
れ
も
事
業
主
に
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
未
手
続
事
業
の
事
業
主
は
至
急
、
加
入
手
続
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
千
葉
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
課
（
℡
：
０
４
３

－

２
２
１

－

４
３
１
７
）
又
は
、
最
寄
り
の
労

働
基
準
監
督
署
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
（
公
共
職
業
安
定
所
）
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

千葉県最低賃金改正のお知らせ
　千葉県内の事業場で働くすべての労働者（パート、アルバイト等を含
む。）及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金（地域別最低賃金）
が次のように改正されます。

　使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最
低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

・ この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、
休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。

・月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
・最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、

精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使
用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が
認められております。

・ 「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」
が適用される場合がありますので、御注意ください。

・ 「千葉働き方改革推進支援センター」におきまして、経営課題及び労
務管理についての無料相談を受け付けておりますので、御利用くださ
い。（☎０４３－３０４－６１３３）

・事業場内最低賃金が1,０００円未満の中小企業・小規模事業者を対象とし
た「業務改善助成金」もありますので、お気軽にお問い合わせくださ
い。（☎０４３－３０６－１８６０）
※最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金

室（☎０４３－２２１－２３２８）又は最寄の労働基準監督署にお問い合わせ
ください。

　　千葉労働局ＨＰ　https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/

平成３０年１０月 １ 日から
時間額　　₈₉₅　円

（従来の８６８円から２７円引上げ）
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日本公庫国民生活事業は、創業支援に積極的に取り組んでいます。

業務改善助成金をご活用ください！
　業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の
引上げを図るための制度です。
　生産性向上、労働能率の増進のための設備投資（機械設備、ＰＯＳシステム等の導入）などを行い、事業場内最低賃金
を３０円以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
　なお、申請書提出の締切は平成３１年 １ 月３１日（木）までとなりますのでご注意ください。

●助成金の詳細についてのお問合せ先　千葉労働局雇用環境・均等室　℡０4３－３０6－１86０

₁．創業支援のための主な融資制度
（ １ ）新たに事業を始める方・事業開始後間もない方　～新規開業資金～
　　・ご利用いただける方　　　新たに事業を始める方または事業開始後おおむね ７ 年以内の方
　　・ご融資額　　　　　　　　７，２００万円以内（うち運転資金４，８００万円以内）
　　・ご返済期間　　　　　　　運転資金 ７ 年以内　　設備資金２０年以内
（ ２ ）無担保・無保証人融資をご希望の方　～新創業融資制度～
　　・ご利用いただける方　　　新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を ２ 期終えていない方
　　・ご融資額　　　　　　　　３，０００万円以内（うち運転資金１，５００万円以内）
　　・ご返済期間　　　　　　　各種融資制度で定めるご返済期間以内

₂．ご利用の手続き
（ １ ）お申込み
　　　所定の借入申込書を提出していただきます。
　　　添付していただく書類は一般的には次のとおりです。
　　　○これから事業を始める方
　　　　・創業計画書（資金調達方法、収支見込、取引先、取引条件などを記載したもの）
　　　　　創業計画書はホームページからダウンロードできます。
　　　○事業開始後間もない方
　　　　・決算書など（決算や申告を終えていない方は試算表など営業状況のわかるもの）
（ ２ ）ご面談
　　・資金のお使いみちや事業の計画などについてお話を伺います。
　　・ご準備いただく書類は、計画についての資料、営業状況や資産・負債のわかる書類などです。
　　・店舗や工場もお訪ねします。
　　・事業計画などをさまざまな角度から検討し、融資の判断をいたします。
　以上は主な内容です。詳しくは次の支店窓口までお問い合わせください。

　日本政策金融公庫千葉支店国民生活事業
　〒26０－００28　千葉市中央区新町１０００番地
　　　　　　　 センシティタワー１2階
　ＴＥＬ　０4３－24１－００７8

船橋支店　〒273－0005 船橋市本町 1 －10－10 船橋商工会議所会館 TEL 047－433－8252

松戸支店　〒271－0091 松戸市本町 7 －10 ちばぎんビル TEL 047－367－1191

館山支店　〒294－0045 館山市北条1063－ 2  TEL 0470－22－2911
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ネットde記帳を活用し、
消費税率アップへの備えを

　消費税の税率アップが２０１9年１０月に迫っています。税
率のアップに伴い、事務作業の複雑化や需要の減退や価
格転嫁の難しさによる採算性の悪化が懸念されます。こ
のように、大きな課題が生じますが、本業がある中で消
費税の税率アップ対策に多くの時間を割くわけにはいき
ません。
　そこで、商工会のネットde記帳をお勧めします。ネッ
トde記帳を活用し、商工会の支援を受けながら、消費
税の税率アップ
の負荷を減らし
て本業へ取り組
む時間を増やし
ませんか。お近
くの商工会まで
ぜひご相談くだ
さい。

経営強化や消費税転嫁のお悩みは専門家派遣制度をご利用ください！

千葉県商工会メールマガジン
STEP ～商売の相談はまず商工会へ！～

メルマガ会員募集！（登録無料・不定期配信）
１　配信内容
（ １ ）国、県及び市町村の小規模企業施策情報
　　・金融、財務、助成金及び補助金等
（ ２ ）商工会及び商工会連合会からのお知らせ
　　・研修会、講習会及び商談会開催情報等
（ ３ ）経営のマメ知識アドバイス
　　・税務、労務、事業計画策定等
（ ４ ）地域イベント開催情報
（ ５ ）マル経融資制度金利情報
上記以外にも商売に関する耳よりな情報をお届けします。

2 　登録方法
　千葉県商工会連合会のＨＰにアクセスして
　メルマガ登録画面に登録情報を入力。
　http://www.chibaken.or.jp/
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